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10．母子保健情報の利活用の推進について （関連資料 26参照） 

（１）新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて 

厚生労働省「データヘルス改革推進本部」においては、今後 2年間で、 

・全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大 

・電子処方箋の仕組みの構築 

・自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大 

を集中的に実行することとしている。 

自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大については、健診結果が電子化 

されておらず、円滑な確認が困難であることや災害時等における紛失リスクが存 

在する等の現状に対して、母子保健情報以外の健康・医療等情報健診について 

も、国民がマイナポータル等を通じてＰＣやスマホ等で閲覧・活用を可能にする 

ことや、ＡＰＩ連携等を通じて、個人のニーズに応じた幅広い民間ＰＨＲサービ 

スの活用をすることで、ＰＨＲの推進を図ることとしている。 

 

（２）乳幼児健康診査等の結果の把握及び母子保健施策への活用について 

2020（令和２）年度６月からマイナンバー制度を活用した乳幼児健診及び妊婦 

  健診情報のマイナポータルでの閲覧や市町村間での情報連携が開始された。各自 

治体においては、引き続き、データ標準レイアウトに基づき、マイナンバー制度 

における中間サーバーへ副本登録を進めていただきたい。 
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